
附属資料

解説

とこに訳出掲載する資料１～５はいずれも，いわゆる非消費支出ないしは実支出以外の支

出に属する家計支出項目を消費者物価指数76§いし生計費指数にふくめるべきか否か，ふくめ

るとした場合どういう手続きをとるべきかという問題をとりあげた代表的な二つの論文と報

告の一部である。

問題の意味を明らかにするべく少し〈解説を加えよう。

まずここにいう非消費支出等，は現在の家計調査における収支項目分類に出てくる名称で

あり，現在のわが国の分類は表のとおりである。
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そして現行の消費者物価指数は次の処理となっている。「消費者物価指数は，生活費におよ

ぼす物価の影響を側；竜することを目的としており，ウエイトに採用する品目の範囲は家計消

費支出の範囲に限定している。したかって，税金や社会保障費などの非消費支出，貯金，保

険掛金，有価証券購入，財産購入などの実支出以外の支出はその範囲にふくまれていたい」

（統言t局『消費者物価指数年報」）。但Ｌ注意すべきは，自動車保険料（損害賠償責任保険

保険料）か梢磯支出の雑費項目にあって指数にウエイトとⅢ聡かとられており，火災保険料

と他の損害保険料とか，同じく雑費の項目としてあり，両方のウエイトかとられたうえで，

その価格は火災保険料をもって代表させるという処理がたされている。

さて，ここでわが国における統計局指数を批判的に検討する流れのなかから，これら非消

費支出および実支出以外の支出のいくつかの項目は指数にふくむべきであるとの見解ｳ:出さ

れた。その論拠としては，（i)家計支出で大きなウエイトをしめてきており，避けることの出

来ない支出であること（非消費支出等を除外した現行指数を以て，fill,筒金総額（可処分所

得ではない）を除し実質賃金を算出することは不当であるとの主張とも関連する）。(1)家屋

･土地購入は消費手段の購入である。（iii)非消費支出,実支出以外の支出と消費支出との諸項目

区分は明確ではない。(Ⅳ)消費支出の対象となる主として公的に供給される財貨・サーヴィス

等（例えば学校給食費，公営住宅，診療代，清掃代）の価格力据え債かれたり，大きくは上

昇しなかったりＬて，いわゆる物価上昇はわづかであるとしても，一方で税金健保料等の負

担が増大していることかあれば，これは家計にとっては釦l1j1【rすなわち'だ質値上げになる，

等かあろうかと思われる。

これに対して，なお指数の範囲は消費支出に限定すべきであるとする側は，マーケット・

バスケットの内容固定という見地刀』ら，税金等を公的サーヴィスの価格としてみた場合，公

的サーウFイスの質と景を固定してとらええないしこれら支出項|｣の価格をとらえることか

できない，という点を主たる反論とＬているようである。

こういったやりとりはわが国だけでなく既に国際的にも行なわれてきている。そしてＣＰ

Ｉに国際的なフレーム・ワークを与えるＩＬＯでの公式決議は,実務的手続きをふくめて引続

きの検討を呼びかけるところで終っている（１９６２年Ｉ（)１１，第１０匹|国際労働統計家

会議）。ここではＩＬＯのこの決議の背景となったレポートからの抜粋（資料２.）と，ＩＬ

Ｏないし国際的な検討の出発の時ltBにあたるｌ９２５ｊｌﾖのノート（資料１.）さらに国際的

に影響力をもち，ＣＰＩについてはかなり大がかりな検討をオープンな｣膠で継続しているア

メリカ労働統計局の雑誌に載った論文（資料５.）とをとりあげた。１，３は指数に組み込む

手続き論を展開している,点で，また２は各匡kD状況を伝えていて興味深いといえる。
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さらに資料４は，ＩＬＯEBU際統計家会議における生計費指数消費者物価指数に関する，

第２回（１９２５年），第６回（１９４７年），第９回（１９５７年），第１０回（１９６

２年）の決議である。現行統計局指数を評価検急けるうえで，あるべき指数を考えるうえで

参考になると思われる。

資料１

生計費指数計算'こ「直接税」項目を含めること，およびそこて適用される諸方法について

のノート

（Ｎｏｔｅｏｎｔｈｅｌｎｃｌｕｓｉｏｎｏｆｔｂｅｌｔｅｍ⑪ＤｉｒｅｃｔＴａｘａｔｉｏｎ，，

ｉｎｔｈｅＣａｌｃｕｌａｔｉｏｎｏｆｌｎｄｅｘＮｕｍｂｅｒｓｏｆｔｂｅＣｏｓｔｏｆＬｉｖ－

ｉｎｇａｎｄｔｈｅＭｅｔｈｏｄｓｗｈｉｃｈｍａｙｂｅＡｐｐｌｉｅｄ、ＩＬＯ：Ｓｔｕｄｉ－

ｅｓａｎｄｒｅｐｏｒｔｓ，ＳｅｒｉｅｓＮ・Ｎｏ．６蚊ＭｅｔｈｏｄｓｏｆＣｏｍｐｉｌｉｎｇ

ＣｏｓｔｏｆＬｉｖｉｎｇｌｎｄｅｘＮｕｍｂｅｒｓ ”１９２５，Ａｐｐｅｎｄｉｘｌ）

直接課税への支出は，個と人の通常の支出項目の一つであるから，生計費の変化を測定す

るときに，直接税を考慮すべきことは明らかであ劃')。（(1)「間接」税の場合には，その税

額が諸商品の価格にふくめられるので，特別の困難は生じたい）。Ｌかし税は，他のほとん

どの支出と形がちがう。というのは税は個人の自由な選択をうけるのではなく，法律あるい

は他の規則によって統制されているからである。税は需給法則によっては決定されたい。ふ

つう相異なる人に対［て税額を定めるときには，所得の大きさが考慮されるのである。種と

の実際上の困難と，多くの国でこの項目は総支出のうちで相対的に小さな割合しかしめない

という事実から，多くの生計費指数は，直接税への支出を考慮せずに計算されている。

税についてのいかなる理論をとるにせよ，税か個人の生活費の一部（ｐａｒｔｏｆｔｈｅ

ｂｕｄｇｅｔ）であるし，課税のいかなる変化も，それか貨幣の購買力の変化と密接に対応し

ていたv、lＩ艮b，一つの例外を除いては生活費の－変化を意味する。その例外とは，以前には

個人が提供［た財貨あるいはサーヴィスを国が支給しそして以前には価格に対して払って

いたと同じ額まで税が増加する場合である。税額の変化の測定法を考える場合，考慮されて

いる期間には，国あるいは他の公的権力か提供する財貨やサービスの量は変化しないものと

仮定されるであろう。提供される財貨やサーヴィスの量に増減があった場合の「税」項

目に適用されている「ウエイト」を変える必要性についての問題は，生計費指数算定の目

的からして，生計費指数の基礎となる生活費にふく在れる他の何らかの財貨とサービスの相

対的消費量に変化かある場合と同じ方向で考えられるべきである。国や公的権力が提供する
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財貨やサーヴィスの量を不変と仮定するのは，二つの異なった問題についての混同を避ける

ためである。

ここで，税の変化を測定するという特殊な問題を考えるのであるか，大部分の他の財貨や

サービスの諸価格の変化を測定するときにはふつう出くわさない－つの困難か生じることに

注意すべきである。たとえばパンの価格は購入者の所得が１００ポンドであろうか１０００

ポンドであろうが，ふつう変わらをv、医者や歯科医による治療のようなあるサービスの場

合には，時たま区別があって，実質的には同等のサービスに対して，高所得者と考えられる

人には高い料金が課せられる。税の場合には，殆んどの国で累進制カー般的にしかれており

高所得者には高率の税が課せられている。主と［てこのことによって，税の変化を測定する

ことが困難になっている。次:節では三つの理論的に可能な測定法か与えられるかそこではこ

の困難が考慮される。

直接税の変化を測定する方法

以下では三つの方法をとりあげ，次のデータで解説Ｌよう。すなわちある与えられた国で

税を除外した霊十費指数か１９１４年から１９２３年にかけて100から２００に上昇し，

１９１４年の税率（ｓｃａｌｅｏｆｔａｘａｔｉｏｎ）は，２０００フランの所得の者か直接税

として２５０フラン，４０００フランの所得の者か１５０フランを払っているものとする。

方法１．この方法では，法律や政令によって定められる税率における変化のみに注目し

拙会の種々の構成員の実際の耐|；を考慮に入れない。したかって１９１４年から１９２３年

にかけて税率に変化かなければ，１９１４年を１００とする壷↑費指数は１９２３年には

100のままである。もし税率が２０９８上昇し，このため１９１４年に５０フランを払った

所『!）２０００フランの者は今では６０フランを払い，１９１４年に１５０フランを払った所

得４０００フランの者.は今では１８０フランを払うことになれば，１９２３年の税指数は１

９１４年の１００を縫準にして］２０である。税率の異なる等級での変更か，異なった比率

で行なわれるところでは，この方法の適用か困難なことは明らかである。さらに，この方法

は*|:会の実際の所得水準を考慮［ていない点でも不充分である。

方法２．艶二の方法は，生厨償か変るとともに名目１W得か変り，社会の種々の構成員が

税率のちかうﾉﾄﾞ'１１１所ｉ(トクループヘ移行ケろという41；実に注Ｈする。たとえば，ある人の１９

肌1年の所得か２０００フランであり，その所得か生計費に比例して増加したとすると，１

９２３年には彼の所得は４０００フランになるであろう。彼は１９１４年には直接税として

５０フランを払い，そして税率か変らなければ，１９２３年には１５０フランを払うである
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う。すなわち彼の税への支出をあらわす指数は１９１４年＝３００となろう。税率のどのよ

うな変化も容易に考慮に入れうる。この点を考慮に入ｵLた場合には，税の率における変化と，

その率の下でb､名目所得における変化との両方を考慮したことになる。

方法５．第三の方法は，相異なる時点での実質（ｒｅａｌ）の税負担に注目する。だか

ら，１９２３年における所得の価値と税支払い額が，その税率の下での名目所得の変化を考

慮に入れつつ，１９１４年における価値の通貨単位に還元される。その結果，もしある人が

１９１４年の２０００フランの所得グループから１９２３年の４０００フランの所得グルー

プヘ上昇したとすると，１９２３年の彼の所得の実質の価値は，１９１４年の２０００フラ

ンの所得の価値に等しい。彼は税として１５０フラン，すなわち１９１４年の同じ価値とし

ては７５フランを支払う。彼は１９１４年には実際には５０フランを払ったのであるから，

税の指:数は１９１４年＝１００，１９２３年＝１５０である。税率の変化はこの方法では容

易に考慮に入れうる。１９２３年の貨幣単位を，１９１４年の貨幣単位の価直に還元する際

|/て，「税」項目をふくめていない生計費指数が用いられていることに注意すべきである。

結論

生計費の－項目としての税の変化を測定するという目的のためには，明らかに方法２を用

いるべきである。第１の方法は，税率の変化だけに注目するときに意味をもち，第３の方法

は実質の税における変化を測定することか望塗れる場合に利用されるであろう。方法２によ

って測定された税の指数が，税を除外した生計費指数とちがうときには，税率を変えること

が望雀Ｌいと考えることに根拠かあるのだ，という点に注意すべきである。さた，他の事情

が変わらないとすれば，方法３によってえられた結果は，ちがった時点においても変わらな

いであろう。

生計費指数は現実の諸条件に調和するように生活費を基礎としているのであるが，との生

活費のうちの「税」項目に付されているウエイトを変えるという問題は，税の実質支払い額

（ｔｈｅｒｅａｌｃｎｓｔｏｆｔａｘａｔｉｏｎ）か増加したときに考慮されるべきであろう。
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資料２

保険，租税，利子率について

（ＩＬＯの報警の関係個所の抜粋）

〔※ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬａｂｏｕｒＯｆｆｉｃｅ趣ＣＯＭＰＵＴＡＴＩＯＮＯＦＣＯ－

ＮＳＵＭＥＲＰＲＩＣＥＩＮＤＩＣＥＳ（ＳｐｅｃｉａｌＰｒｏｂｌｅｍｓ），,，

１０ｔｈｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，)ｆＬａｂｏｕｒＳｔａｔｉｓｔｉｃｉａｎｓ，

ＲｅｐｏｒｔⅣ，ＰＰ１４２，１９６２．

ｍＴｈｅＯｐｅｒａｔｉ⑪ｎａｌＦｒａｍｅｗｏｒｋ，７１ｎｓｕｒａｎｃｅａｎｄＴａｘａｔｉｏｎ，

（ＰＢ６９～７４）

ⅣＰｒｏｂｌｅｍｓ，１１Ｒａｔｅｏｆｌｎｔｅｒｅｓｔ（ＰＰ、１１０～１１２）

ｌ２１ｎｓｕｒａｎｃｅ（ＰＰ、１１２～１１４），ｌ３Ｔａｘａｔｉｎｎ（ＰＰ１１４～１１６）〕

ス保険と租税

(a）保険諸項目の算入と価格づけ

消費者物価指数系列に何らかのタイプの保険を含めている国の数は多くはない（回答数の

;をわずかに越える｡しかし保険をふくめることに上って生じる実際上の諸鮒難だけで厳く
関連する概念的諸問題も，指数作成者にとって共通の関心事であり，次章でとりあげられる

特殊な諸問題の一つとされてきた。

貯蓄は将来の支出に関するものであるから生命保険を消費者物価指数にふくむのは適切で

ないとする点では殆んどの人が一致している。

失業保険も，それ力擢主によって支払われる場合が多いという事実は別として，将来の支

出にむけての－経費とみなしうる。（それが安全のための現在的費用とみなされないかぎり

…・）。健康保険にt，その実際費用を分離するために保険料から利益を差し引く方i生ね〔何か

さらに診察料，薬代，入院料の変化をより適切に直接かくとくする方法は何かというむず

かしい問題をもっている。

保険諸項目が他の項目の使用費用の一部である場合に関連性が大きくなる。火災，盗難，

事故保険は，家や自動車等の所有に伴う運用および維持費用の－部とみてよい。したがって

それら保険諸項目は，指数母集団の支出パターンに関連する限りで指数にふくめることは適

当であると思われる。
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国際労働事務局は純粋を保険費用と貯蓄部分を分離する手続きをふくめて生命保険をふく

めること，財産保険の取扱い保険諸項目の価格づけに関して疑問を出した。以下は，これ

ら保険諸項目のうち少なくともいくつかを指数にふくめている諸国（生命保険をふくめてぃ

ろ二カ国をふくめて）から送られてきたものである。

（１）オーストラリア．財産保険は指数にふくめておらず，そのウエイトも関連項目にふく

めていない｡（自動車運転に強制的に付随する）第三者保険は他人に対する障害にあてられる

がこれは指数項目とＬてふくめられている。その保険料は他の項目についてと同様に，すな

わち不変の基準による表現で価格つけされる。

（ii）カナダ２保険項目は受けとる利益の形態に応じてふくめられた。特定の支出に見合

う請求に対して支払いかあるときにはその保険はふくめられた。財貨とサーヴィスの明確な

量との関連なしに支払いか行なわれたときにはその保険は除外された。かくして生命保険，

失業保険，疾病や事故に際[て収入を維持するための保険への支払保険料は指数から除外さ

れている。これら保険証書の額面価格は，将来の購買力をあらわＬており，これは財貨とサ

ーヴィスの不変量によって認定できないものである。指数は財産保険への支出，治療の事前

払いを考慮に入れていたい。これらのタイプの保険は「取替え」の保証をあらわす。財産保

険の保険料は，事故や火災や盗難のような場合に，財貨を明示された限度まで復元するかあ

るいは取替える保iilのmli格と老昇られる。同[ように治療の事前払い料は，医療サービスに

ついての取り決められた最大限の量の価格である。

（iii）デンマーク保険料については，自動車保険料のみかふく蚕れている（住宅保険は家

賃を通じて間接的にふく戎れろ）。これとの関連において，自動車第三者強制保険の保険料

は自動車の重量に応じた年次租税と同じ課税とみたしてよかろう。自動車の損失（ｌｎｓｓ）

あるいは破損の保険に関する保険料は修繕の価格とみなされている。（保険料率は修繕価格

によって異なり，破損の場合には被保険者は金を受けとらず，保険会社か修理人に直接支払

う）。

（Ⅳ）フィンランド不動産火災保険は住居費クループにふくされている。動産保険（火災

や盗難の保険）は，雑擬クループのうちの一つの特定サプクループにふくされているｂ保険

諸項目の価格は貨幣価値と保険をかけた財産の保険料金表の変化を基礎にＬてつけられる。

（ｖ）ニフランス財産保険のウエイトか財産の適切なウエイトと結びつけられたことはこ

れまでなく，火災（家屋）と事故（自動車）保険のウエイトとＬてあっただけであるっ標準

的な火災保険証書には価格力Yつけられている，すなわち自動車についての無限第三者保険料

金表の一つのサンプルか用いられているのである。
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（vＯドイツ（連邦共和国）私病保険は特定の給付についてlHj格づけられている。

Ｍ１）イラン保険費用はイランでは非常に稀である。世帯が家屋保険を購入する程度ま

で，それは家屋所有者の購入価格にふくめられそして地代指数に算入される。

Mii）オランダ生命保険は指数にふくめられてるか，純粋な保険費用と貯蓄とをわける

試みはない。諸財産保険はそれぞれ価格指数にふく主れている。それらのウエイトは家計調

査にもとづいて与えられる。個人保険への支出額は，保険料の変化と保険契約鵜:変化とで決

さる。

（iX）ノルウェー家屋への支出についての各年末に行なわれる特別調査も保険をふくめ

た。私有の自動車に対する保険は指数の価格基準にふくまれている自動車のタイプにもとづ

いて計算される。

（x）南アフリカ共和国財産保険は家屋所有者の費用と自動車運転にふくめられる。平均

的評価を悶つ私的住宅については，住居所有者の損害を総合的にカバーする保険料か指数に

使用される。自動車については，強制的第三者保険の料金が用いられ，さらに特定の型の自

動車に対Ｌての総合的に損害を力ペーする保険料金も用いられている。

（Xi）スペイン生命保険かふくされているが，貯蓄的要因を見積るという試みはない。

財産保険は保険をつけた品目とは別個に扱われている。価格は保険料に基いてつけられてい

る。

kil）連合王国大部分のこれらのタイプの支出（たとえば，生命保険料，｜玉|民(吊獲分担

金（Ｎａｔｉｏｎａｌｌｎｓｕｒａｎｃｅｃｎｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ），年金基金支払い，住居所有保

険料，建物保険）は現行指数のウエイトの様式からは除外されている。これは主として，左

された支払いへの見返りであるサーヴィスの性格が変化するものであり，かつ測定しえたい

蝋のもあること，そしてその価格か日々測定される「単･位」を同一のものと見分けることか

困難もしくは不可能であることによる。生命保険料，年金基金への支払い等は大部分か貯蓄

の性格あるいは支出の延期という性格を蛸つとみなされる。同じく火災，盗難保険等の料金

も購買力の移転をあらわす，というのはそういった料金の主たる部分は全体としてみれば同

じ期間にあった支払い請求でひきだされた貨幣のうちから，特定の財貨とサーヴイスヘの支

出された額と近似的にペランスしているからである。

（)dii）合衆国財産保険は別項目として扱われている

家屋に対しての住宅火災及びより｣Zコハカバレツジの保険の価格は，公共消火栓から特定距

離内で普通住宅地域内にあり，煉瓦構造の単一１１｣帯住居の二つのタイプについて，１０００

ドルあたりの３カ年料金として毎年とられている。自動車責任保険と自動車の物的拍害保険
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については特定の危険に対する年次料金として保険便覧から価格をとっている。

(b）間接税負担

このテーマはいくらか詳細に次章で検討されるのであるが，これまでにも統計家と経済学

者との間でかなりの論議の的となってきた。政府支出は－国内では直接税と間接税という二

つの流入によってまかなわれる。間接税は生産及び分配の種々の段階から国内消費税。卸売

税さらに']、売税の形で徴収される。しかし，消費者か間接税の大部分を負担させられている

ということはありえないことではない。というのは生産者は普通，消費税を最後の購入者に

まわすため価格値上げする傾向をもつ７０､らである。そこで，消費者は特定の財貨やサーヴィ

スとともに地方公共団体の意によって政府ﾗｸ'配置する相異なる組合わせの広く普及した財

貨とサーヴィスを「購入」するであろう。このために消費者は二つの勘定の下ですなわち，

直接的に（たとえば所得税，財産税等で），また間接的に（小売税で）支払うのである。後

の場合には，財貨の購入ごとに，その価格はその品ｌ１その《のの価値プラス知りえない量の

全くちがった項目（たとえば国防）の価値の一部分とから構成されているであろう。間接税

と梢費者に渡される財貨の対B心する部分との間に価格数量の関係かないこと，これに加えて

職人行為も購入物もともに選択できないこととによって，このタイプの交換は現行の消費者

価指数のフレームワークの下では測定しえないカテゴリーのものといえる。

わずかの国では，間接税負担を消費者物価の構成部分とＬて確めることか企てられたが，

11務局か麹'ナとった回答の圧佃|的多数の示すところでは，この方向での企てがないかある

いはこの問題が考察されたことさえない。以下に示す各国からの特報やコメントはこの問題

に対するいくつかの特徴的な姿勢を反映している。

（１）カナダ指数は特定の世帯か購入する財貨やサーヴィスのある不変愚についてその

市場価格の変化を測定するものであり，財貨とサーヴィスの市場価格にふくまれている税だ

けは指数にふくまれる。商,ＭＨ格の住MLJの部分を形成しない税は除外される。売上税と国内

消餐税は市場('11格の固有の)IHI分なので，消費者はそれらの税に従属している財貨やサーヴィ

スに対して支払わなければならない。・・・…理論的には売上税や国内梢費税と;|換えに提供

される財貨やサーヴィスにつIハてその数ｺﾞﾊﾞの変化を考lli(した調整か必要である。しかし実際

にはそういった調整はできない。というのは提供されている財貨とサーヴィスについて，そ

れらの平-均価格の変化とは区別して，平均的な数萱と質との変化の影響を示すために，政府

支'１｣の変化を分類することはｆ｢jJ能だからである。
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財産税は家屋所有の価格の一部をなし，そのようなものとして指数のかくれた構成部分に

ふくめられてきた。財産税の見返りに防火，学校，道路や類似のサーヴィスの形で与えられ

るサーヴィスは変化するが，地方の改良税を除いたそういった税の変化は，相対的に不変の

財貨やサーヴィスのバスケットの価格変化か公正に示しているとみてよい。

所得税は支払いかなされるかあるいはサービスをうけとるという形では特定の財貨やサー

ヴィスとは結びついておらず，指数にはふくまれていない。

（ii）ドイツ（連邦共和国）タバコとアルコールの小売価格にしめる税の曹恰は大変高

いので税率の変化はそれら品目の価格変化の動向を決定づけた｡これによって総合指数とタ

バコとアルコールについてのグループ指数との大きなちかいか説明される。

（iii）ギリシャ消費者物価に対する間接税の影響の事後的研究か行なわれつつある。

（Ⅳ）インド多くの品目がある場合に価格の中から間接税を分離するとと力租難で

あるために，精確で直接的な推定は行なわれたととかない。

（V）スエーデン１９５８年に，国民勘定の側からのイニシヤテイヴで，間接税を除外

した特別指数を作成する問題についての特別委員会が作られプセｏ委員会は，もし間接税につ

いての何らかc匪覧表力導入されなければ，この方法で長期においておこったであろう価格

レベルヘ到達できないことを見出した。しかし，しばしば特別計算がいくつかなされた。た

とえば１９６０年のはじめには4.3妬の一般売上税をとり入れて，この税による価格レベル

の上昇を確認することが企てられた。

デンマークが消費者物価に間接税負担の推定値を用意していること，ノルウェーが消費者

物価指数を間接税総額と純額とで計算していることがわかっているが，これら二つの興味あ

る例の詳細を与えるに利用しうる充分な情報を事務局はもっていない。

蝉１

率（※参照第Ｖ章，決議案１１節）1１利子

この題の下の諸問題は前二章で既に論じたいくつかの問題と密接に結びついており，一般

的な文献参照はそれらに対してたされる。現在の前後関係で関連する項は次のような問題に

対応している，すなわち消費者物価指数は耐久財の購入のための抵当やローンヘの禾仔率の

変化（例えばローンの分割払い）を反映するべきか？反映すべきとするなら，実際に支払わ

れている現在の一時的禾仔率を考えるべきかそれとも新しい抵当に適用しうる禾仔率だけで

よいか？選択した手続きを消費者ﾗｳ:支払う相異なる種類の利子に対して均一に適用すべきな

のか？
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利子率すなわち貨幣利用の価格は，消費目的で締結されるローンに関係する限りで，消費

者物価にふくめられるべきであろう。大部分の消費者物価指数の通常の枠組みでは，禾好率

は現在の借用の価格の変化を,参照する期間の対応する価格と1b較して測定するものである｡こ

の種のサービスのウエイトと価格をどうとるべきかに関して生じる問題は次の問題，すなわ

ち（a)投資目的のみで契約された負債ときりはなして消費の必要を満たすために契約された

負債を識別すること，（b)適切な価格資料を入手しうる制度的な場を設置すること，に還元さ

れる。

最も耐久的な財，特にかなり耐久的な財に付される資産価値のちかいは，そういったサー

ヴィスを生む商品の購入との関連で扱われるぺきである。

担保や分割ローン及び割賦購入方式の利子をいかに扱うべきかの決定は，諸商品そのもの

を取り扱うために選ばれた基準，たとえば商品を，先ず投資目的に購入されたとみるか，消

費目的に購入されたとみるか，にもとづくべきである。他方で，投資にのみかかわる負債（

例えば債券や株式の購入）の利息あるいは企業の操業のための負債はこの指数にふくめるべ

きではない。さらに借入資本の運用のなかに非消費的な要素が隠れていることにも注意すべ

きである。かくＬて，例えば）抵当は家屋以外のものの購入資金をうるために設定され，し

たがって家計調査で記録されている抵当の利息の支払'八は，そのすべてが必ずしも家屋の購

入と結びついていないし，いくつかの利息支払いは指数にはぜんぜんふくまれていない。

多くの国においては，ローンの貸付元はなおほとんど制度化されていない。このため正確

な情報をうることあるいはそういったローンに付される利子率や他の諸条件の変化を測定す

ることはt「ずかしい。これらの状況の下では，現在の一般利子率や新しいローンにだけ適用

される利子というものは少ししか意味をもたない。当然のことであるか，緊急のために｡友

人”や金貸しから，ふつうかたり高い利率で小額の金を借りることか托數の母集団において

よくある国では，その指数に「ローンに対する利息」の項目をふくめてはいない。

合衆国では，価格統計検討委員会7が「合衆国の消費者物価指数において，あらゆる未払い

の抵当への平均的利率を，新しい抵当への利率でおきかえるぺきこと，そして商品の購入に

関Ｌであろうとなかろうと，消費者が支払うその他の利息についても同じ扱いをするべきこ

と」を勧告した。そして一方で，消費者は現在の行動の下では明らかに，「負債契約全期間に

わたる負債を，その契約をかわすときには払い戻さない，というサーヴィスを『購入してい

る』とみうる」点を注意した。この委員会は「このようにして測定された借入れの費用は，

平均的な消費者に生じる実際費用の日々あるいは年との変化を反映しない」という意見をも

っていた。※２
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(※2参照。ｕｓ・ＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔＰｒｉｃｅＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ,Ｃｏｎｇｒｅｓｓｉｏｎａｌ

Ｈｅａｒｉｎｇｓ，８７Ｃｏｎｇｒｅｓｓ，１９６１，Ｐａｒｔ，Ｐ.４７）

これに関連する合衆国の労働統計局の声明は次のとおりである。※３「元利両方に対する

抵当への月食の支払いは，初期のある時期に完了した取引きの分割払いと利息とに対応する。

この取引きは，分割払いが行なわれるときではなく，価格が決定した最初の販売の時点に完

了していると考えられる。Ｌたがって，抵当利息に対する価格は，家屋購入時点に契約され

た利息総額の価格である。そして，この指数にとっての利息の変化とは,新しい現在の家屋

に対する新しいローンの市場価値変化と利息変化との所産である。価格統計検討委員会の報

告は，代りに，すべての未払いの担保への利率の平均を利用することを勧めている。（労働

統計）局は担保利息は現在の家屋所有者に対する固定費用であり，その人の生計費における

＿要因であることを認めているっしかし現在の家屋所有者に対する担保利息を￣定不変のも

のとして維持することは，現錘蒼入される財貨とサーヴィスの価格変化の￣つの狽膣として

定義される指数にとっては妥当ではなVもいいかえれば，消費者物価指数は,指数のマーケ

ットバスケットを購入するのに今日では基準年よりどれだけ多くかかるのかを測るのであ

って，平均的な家族か生活するのにどれだけ多く要するかを測るものではない」。（※３参

照第Ⅲ章７(a)節）

他の権威（例えばアレンやブラウン）は，利子率は消費者物価指数にはふくめるべきでは

ないとの意見をもっている。担保への利息についての論議によれば，ひとたび家主の住んで

いる家屋について,(償却をふくめて）のウエイトが決まったなら，比較可能な借家に対Ｌて

の＿連の家賃が価格インディケータ－となるべきである。他の1耐久消費財についての基準は

支払いのあった実際価格であろう。もし週あるいは月の支払いが通常の購入の形であるなら，

その形であらわされる。このことは利息をふくめることを必ずしも意味しない。というのは

糾酔の利,息は，月の総支払い額のうちで現金価格をこえるわずかな部分にすぎないからであ

る℃

１２保険※４(※4参照第Ｖ章決議案１２節）

特定商品の購入ではなく将来の所得にかかわる生命，老令，失業，廃疾等の保険への支出

を，消費者物価指数に入れることは，実際上不適切とみる点については，ほんのわずかの例

外をのぞきほとんど一般的な一致があるｏしかし，先』て注意したとおり藩5たとえば健康や財

産など他の保険については，このタイプの支出をふくむ指数をつくっているわず７０、の国の間
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には実践的にはいくつかのちかいがある。回答をよせた国のうち二つの国では，生命保険を

ふくめているが，貯蓄要因を除外していない。

(※5参照第Ⅲ章第７(a)節）

合衆国の労働統計の弁務官僻6価格統計検討委員会の勧告をコメントして次のように述べ

ている。生命保険は消費者物価指数には，生命保険会社の支出と禾噛に対応するウエイトを

もってふくめられるべきである。その方法は次の点を認めている国民勘定におけると類似の

扱い方である。すなわち「生命保険料のある部分は（貯蓄とは区別される）現在の保険サー

ヴィスに対する支出をあらわし，そのようなものとして指数にふくめるべきである。１９５２

年の指数改訂のときに，生命保険への総支出からサーヴィス費用要素を除去するために，保

険料のうちの費用要素を定義することが試みられた。もし生命保険に適当なウエイトがつけ

られれば，価格は，平均的年令の人物が，平均的な年の利息支払いで購入しうる額の何らか

の形の期間保険によってとるべきことを提案した。

（※６参照ｕｓ・ＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔＰｒｉｃｅＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ，Ｃｏｎｇｒｅｓｓｉｏｎａｌ

Ｈｅａｒｉｎｇｓ，８７ｔｈＣｏｎｇｒｅｓｓ，１９６１，Ｐａｒｔ２，ＰＰ・５９９～６００）

しかし，そのとき保険サーヴィスの費用を指数の概念および手続きと矛盾したいで定義し

うる，満足のいく方法は見出されなかった。たとえば，準備金を維持するための会社の費用

を，さらに運転費用や利益を，ウエイトにふくめるべきか否かに満足のいく答はなかった。

また購売力の一定水準を維持するためには，価格付き保険証書の額面価格を固定すべきか増

大させるべきかについてもはっきりしたかった｡］

（何人かの権威は，関連する家計支出費目の下に購入されたものは何かを知るのはむずか

しいという理由で，保険項目を除外することをよいと認めているのだが），もし稽費者物価

指数が保険項目をすべてふくむなら，与えられたタイプの保険を除外すべきか否かを決定す

る原則は保険証書の所有者の主目的が，彼の所得に影響する将来の事故にそなえて貯えるこ

とにあるのか，それとも商品の購入価値の一部としての返済保証と運用・維持費用のため，

あるいはそのいずれかのために支払うのかによるべきである。

前者の場合には，「貯蓄の効用は時間的に割引いた将来の支出に比例する」瀞7t､で保険項

目は除外される。後者の場合には，指数にそれらを算入することの妥当性は，保険費用が商

品の購入の内的部分あるいは使用費用になるにつれて大きくなる。Ｌたがって，個人の自動

車に対する強制第三者保険は明らかに，この種の運送に対する現在の支出の一部であり，そ

のウエイトは自動車のウエイトに加えられるべきである。

（寿７参照ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｆＥｕｒｏｐｅａｎＳｔａｔｉｓｔｉｃｉａｎｓ（ＷＧＪ５／2／
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Ａｄｄ、１）ｍＴｈｅＰｒｏｂｌｅｍｏｆＶａｌｕａｔｉｏｎａｔＭａｒｋｅｔＰｒｉｃｅｓｏｒ

ＦａｃｔｏｒＣｏｓｔｓ，”Ｊａｎｕａｒｙｌ９６２）

少くとも理論上では，使われる測度が不変の真実の損失に対する補償の費用であるならば，

すなわち真実の損失に対して不変の通貨単位で補償するために保険料率の変化だけでなく保

険の名、総額の変化も考慮すべきとするならば，損失に対する補償のための財産保険料も指

数の範囲に入れるべきである。しかしこの条件は，指数母集団が契約した保険証書の額面総

価格についての現時点の推定値を必要とし，データの主要部分は大変入手困難であることが

わかる。

健康保険は，前以て支払われた健康保険料か医療サーヴィスの規定された最大限の量の価

格であるかぎりにおいてふくめられてよい。さもなければ，医療機関，そして医者や歯科医

や薬局の標本からそれぞれ直接的に健康保護のための価格をとり，それらを家計データでウ

エイトするのかよ('も医療の社会化がある程度をこえると，その価格・数量関係は，指数作

者には失なわれることを注意すべきであろう。

主として契約的な貯蓄であり部分的にのみ保険である生命保険と,「購入される」財貨やサ

ーヴィスが一定の条項では定義Ｌえない他の種類の保険は原則として除外されるべきである。

しかし，この種の保険か指数母集団の中で重要になる傾向のあるところでは，とくに一層の

研究か必要である。すでに述べたとおり，これに関する主たる問題は，現時点の保険サーヴ

イメ支出を定義することと，保険証書の現在の名目価格総額を推定することである。

,ろ租税※８（蕪８参照第Ｖ章決議草案１３節）

公共的な財やサーヴィスに対する消費者の支出としての租税か提起する概念的諸問題は，

消費者物価指数を測定する諸前提の下では大きく定式化を免れている。これらの問題は，最

終．購入・に対しての.特定の．販売・単位・の．貨幣・費用の関係かとらえにくいﾘｳ､ある

いはないところで，保険項目を扱うときに出会ういくつかの典型的問題とある程度関連をも

つ｡

第６回の国際労働統計家会議で採択された決議ｎは「すべての（椚費老物価）指数は消費

者か実際に職人する価格をI又映すべきである」との勧告をふくんでいる瀦尚費者物価指数の

概念的枠組みの'１ｺでは，この前提は，諸価格は取引き価格である意U未だと一般に考えられて

いる。折数の作]j(i者は，消費者か価格低下によって利益をうろか，間接税のために追加的支

出をこうむるかにかかわらずル販売単位あたりの実際の支出にかかわる。
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（※９参照附録1．第２(2)節）
※１０

消費者物価指数の定義についてさらに参照するなら，政府が提供する財貨やサーヴィス

を価格づけることは充分にはできないので，消費者が支払う直接税は指数にふくむべきでな

いということがひき出される。いいかえれば，消費者にとっての政府の擬用の変化は，所得

税に反映されていて，測定可能であるが，この費用の価格部分を分離することは容易でない。

(※１０参照第II章第４節）

上の点から，論理的に，間接税の変化は消費者物価指数からのぞくべきことになる。しか

し，すべてを考慮すると，それらをふくめるべきとする論の方が強いようである。間接税は，

消費者が購入する特定財貨をうるために支払わなければたらない市場価格のわかちがたい－

部にたっている。だから特定商品の価格札の変化は，その変化が品目それ自体の価格の変化

というよりも，政府の提供する財貨やサーヴィスの費用や価格の変ｲ１ｍ、ら生じたときであっ

ても，消費者が支払わなければならないのである。何らかの間接税の変化が￣つの指数の動

向に影響してはならないといってよい。しかしこのことがたとえ望ましいとしても，そうい

ったテクニックは，おそらく税か,｣亮のB３階で課せられるところで部分的に適用されうるだ

※lｌ
けである。

(※１１参照第III章７(b)節。関連してドイツ連邦共和国の例は興味深い）

ある1霞Ｄ税がふくめられ，他の種類の税がふくめられないということは明らかにまずい。

しかしこの点については，事務局が受けとった回答の大部分が示しているとおり，実際的に

は他に選択の途はないと思われる。しかしより大きな国際比較を可能とするためにだけでも，

何らかの実験をすることが望ましい。

消費者物価指数において種類の異なる税を一貫した方法で取扱う点に関して生じる－つの問

題は実質賃金の計算に対して注意をよびおこす。この点の一貫性の欠如によって，消費者物
※１２

価による所得のデフレートを損なわないためには，既に述べた点以外に，同質性という要因

の追加が必要である。後者の場合には，間接税CD純額は得られないので，実質賃金は，直接

税を除iハた名目賃金総額からえられる。いｖ､かえれば，直接税を通じて支払われるそういっ

た政府の商品とサーヴィスの価格はその分子からさしひかれるべきである。というのはそれ

は分母には追加されえないからである。それ故に，例えば賃金率はふつうの型の消費者物価

指数による実質賃金の計算に対しては所得インディケータ_として不充分であることは明ら

かである。

※12参照第Ｕ章Ｂ，節８(b)）

合衆国の労働統計局鰐3現在の手続きには欠陥かあること政府の租税政策の変化は,政
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府うり､ら消費者にI印'ナられた利用可能なサービスに変化なしに消費者物価指数に影響を与える

ことが出来るという点で，（物価統計検討）委員会に同意する。統計局は，消費者物価指数

は消費者の所得に対するデフレーターとして用いられるときには可処分所得に対して適用さ

れるべきであることを大変注意深く指示している。実際に，統計局は扶養家族をもたない労

働者および三人の扶養家族をもつ労働者の，社会保障費と所得税を控除したあとの可処分純

収入を毎月公表している。このデータは現在ドルと，不変ドルペースすなわち消費者物価指

数でデフレートされたドルの両方で表わされている。

(灘１３参照ｕｓ・ＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔＰｒｉｃｅＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ，Ｃｏｎｇｒｅｓｓｉｏｎａｌ

Ｈｅａｒｉｎｇｓ，８７ｔｈＣｏｎｇｒｅｓｓ，１９６１，Ｐａｒｔ２，ｐ、６００）

これ雀での討論は，どのような消費者物価指数系列とも，概念的［そして実際的にかかわ

ｂをもつのである。指数の－問題としての税金にかかわって問題となる主たる点は，総じて

時間的比較よりも場所的比較に関してである。それらは，消費者物価指数に税金（直接税プ

ラス間接税）という重荷をさらにもちこむことになろう，というのは，相異なる国の，ある

いは－国内でも税制のちかう（地方や州）の指数の間で比較出来ない要因を除去することが

必要だからである。しかし，いずれにせよ，このテーマはより多くCD研究と試験を必要とし

ていると考えられる。
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資料５

租税と消受者物価指数

（ＴａｘｅＢａｎｄｔｈｅＣｏｓｕｍｅｒ′ｓＰｒｉｃｅｌｎｄｅｘ,ｕｓ，Ｂｕｒｅａｕｏｆ

ＬａｂｏｕｒＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ・唾ＭｎｎｔｈｌｙＬａｂｏｕｒＲｅｖｉｅｗ，，Ｊａｎ、１９６３）

（との論文1ｺ〔労働統計局の物価・生計費課で用意された）

価格および租税変化の生計費に対する影響

所得税変化の生計費に対する関係，これと関連して，消費者物価指数（以下ＣＰＩと略称

一訳者）あるいは生計費指数に所得税をふくめるか否かの問題は，合衆国やこういった指数

を作っている他の諸国において広く論じられてきた。合衆国では，所得税をＣＰＩにふくめ

たことはいを主でない｡’しかし，他の指数，たとえばスエーデンにおける指数の－計算に

おいては，所得税変化か価格変化と結びつけられており，その指数は生計費に対する両方の

要因の結合した影響を測定している。ごく最近，この問題は労働統計局のＣＰＩの改訂に関

連して提起された。そこでは広汎な討議があり，賛成・反対の両方の立場からかなり多くの

意見が表明された。例えば，この問題は，議会の教育労働委員会の特別小委員会（議長は，

トム.ステイード議員)における公聴会で深く論じられた!)これら公聴会の報告書の中て，

小委員会は「統計局が現状どおりその指数に国内消費税と売上税をふくめ，所得税を除外す

ぺきである」と勧告したｐ

統計局は，ＣＰＩの改訂において事実上との勧告に従った。租税に関する限り，個人所得

税の変化は，直接的にはどのような形であれ，指数にふくめないということが決定された。

この論文は，個人税の変化を物価の変化と関連づけようとする場合に生じる概念上および実

際上の問題のいくつかを論じるものである。この問題を理解するためには，まず第一に指数

とそこにふくされる可能性をもつ多くの税を定義することが必要である。

ＣＰＩは，都市における賃金労働者（ｗａｇｅ－ｅａｒｎｅｒ）と俸給事務労働者（ｓａｌａ－

ｒｉｅｄ－ｃｌｅｒｉｃａｌ－ｗｏｒｋｅｒ）の世帯の生計費に対する価格変化の影響を測定するもの

である。この指数は，この特殊な人口集団力通常購入する財貨とサービスのマーケット・バ

スケットの費用を，ある時点から次の時点にかけて比較することによって計算される。マー

ケット・バスケットにふくまれる品目の数量と質とは，測定の期間中は一定に保たれるので

価格変化だけが反映される。このようにしてこの指数は，都市における賃金ﾄﾞル（ｗａｇｅ－

ｄｎｌｌａｒ）の価値の変化に関する，合理的で正確な推定値を，その賃金ドルによって購入
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しうる財貨とサーヴィスの数量によって提供するものである。

価格以外にも生計費に直接影響を与える要因は多い。税はそのうち比私消妾である。と

いうのは賃金労憧t渚や事務労働者ﾌｸ;支払う税総額は相当の額に及占功』らである。それ故，税

の総額の変化は，価格変化の影響とは全く別個ではあるか，それにプフスして，「銭↑費」

の総額に影響を与える。賃金労働者はその財貨やサーヴィスの大部分を市場で購入するか，

また政府の活動を通じても財貨やサーヴィスをうけとる。ある特定のサーヴィスか政府と私

企業のいづれによって与えられるかは，多くの場合，慣習ないしは地方での取決めの問題で

ある。例えば，水の供給は公共団体による場合もあり，私企業による場合もあり，’繧者は

いづれの場合にも水道料金を支払う。このような支払いを，一方で政府に対して支払う場合

に－つの税と考え，他方で企業に対して支払う場合に－つの価格と考えるとすれば，指数計

算に矛盾をもちこむことにたろう。ＣＰＩは生計費に対する価格変化の影響を測定するもの

であり，「価格」を商業市場の取引きにのみ限るものではないから，同等な財貨やサービス

の「価格」とみなすことのでき為政府への支払いと，そのようにはみなしえない支払いとを

区別することが必要である。

政府に対する消費者の支払いは（罰金は別として），次の５つのグループに大別される。

１．受取った財貨やサーヴィスに対する直接支払い；

水道ごみ処理，電力，ガス．地方輸送通行料金，授業料，郵送料等に対する支払い，

およびアルコール飲料，出版物，そして政府が梢費者に対して販売する他の財貨の購入。

２．財貨の所有あるいは使用|こともなう許可料金と手数料；

自動車の登録および使用税，検査料，運転免許料，犬税等，ならびに不動産および動産に

対する税。

５．財貨やサーヴィスの取得にともなう税；

売上税，国内消費税，関税，および最終生産物やサーヴィスの小売価格の一部として消費

者の負扣となる，すべての製造業者や中間業者の税，そして賃借料の－部として賃借人の負

担となる税。

4．物てはなし|こ人に課せられる税；

個人の所得税相続税，贈与税，人頭税鶉

5．保険支払いおよび貯蓄

社会保障負担金，退役軍人保険料等
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現行指数における諸税の取扱い

上記の支払いグループのうち最初の三つは，現行の指数構成にふくまれている。第一のク

ループでは，直接支払いによって購入された財貨およびサーヴィスの出所がどこかについて

は区別されない。それらを購入するための支出額はすべて指数ウエイトの算定に用いられる。

そして価格ないし料金が政府であれ,企業であｵ7，その供給鯨からえられるか,またはその変

動か他の項目から推計ざれるかのいずれかである。サーヴィスの変化なしに，供給源か政府

から企業に移る場合，あるいは逆の場合に，移行にあたって供給者か定める料金の差は価絡

変化として取扱われる。供給源が企業あるいは（直接支払いの形での）政府から，政府の一

般資金でまかなわれるサーヴィス施設に移行する場合一例えば教科沓:が学校からはじめて無

料で配布される場合一には，この[FII｣はもはや直接的に購入されるものではないので，この

指数の「マーケット”ペスグット」からは落される。

」

第二グループの，財貨の所有あるいは使用に伴う許'1J科，手数料，税その他の支払いは，

これらが合わさった事物への家計支出の一部として指数にふく童れる。例えば，家ｌＬｆｉの所有

に伴う固定資産税は，住居費総額にその－部としてふくまれ自動lliの購入と使用に伴う自動

車登録料およびその他の手数料は，交通費総額にその－部としてふくまれる。第三グループ

の，購入の際に支払われる充_'二税や国内消費税，そして他のあらゆる間接税は，，Iv)'[i価格に

「組み込まれ」ており，課税さｵ1る品目に対する消費支出総額の一部として，またそれら,品

目に対して支払われる価格の一部としてふく貧れる。

第四グループ，第而グループの，所得税その他の個人税，保険料その他の支払いは，それ

らか賃金労働者や事務労働者の111帝が購入する財貨およびサーヴィスとは関連づけられない

ので，指数の構成にはふく在れない。

ＣＰＩにおける税の取扱いが問題になるのは，賃金エスカレーションにおいてのこの指数

の利用の際に，ある種の税を除外することが不公平を生〕Ｉﾄだすのかどうかという問題がある

からだけである。例えば，指数にふくまれている売上税あるいは財産税によってその才人が

賄われている地方公共同1体においては，その賃金かその地方のＣＰＩに結びつけられている

労働者は，それらの税の引上１３ざがあってもその代償はある。しかし政府を維持するための所

得税に｛ilWiiFする都市の労働者は，地方の所得税の引上げによって同様の代償をうるわけでは

ない。この指数を利用する場合この両方の'情況にあっては不公平が生じることは明らかであ

ろう。しかし，賃金エスカレーションにおけるこの指数の一般的利用に照らしてみるとき，

この点だけが，その利用の唯一の誤りたのではない。賃金エスカレーションの殆んどは全都
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「

市指数に基いている。したがって地方の売上税の変化は，全国平均の中ではその都市の重要

性に比例して反映されるだけである。それ故，「売上税都市」の労働者は，税の引上げに対

してある程度しか代償を得ない一方で，他の都市の労働者は，彼に影響のない税の引上げか

ら恩恵をうけるのである。同様の矛盾が価格変動が都市の間でちがうことから生じる。例え

ばニューヨークの地下鉄運賃の値上げの結果として，デトロイトの労働者の賃金の引上げが

生じるというように。したがって，この指数における税の取扱いは，賃金エスカレーション

ヘのその利用を基準にして決定できないことは明らかと,思われる。この指数が測定する経済

現象の概念的枠組みと定義とが，税の取扱い方を決定すべきなのである。

｢政府の総価格」としての税

結局のところ，すべての税支払いは，納税者がうけとる財貨やサーヴィスに対する直接支

払い，（社会保険，公的扶助，住宅貸付金，補助金等をふくむ）個人への振替支払い，なら

びに国防，警察，防火，街路や道路などの形で公衆に提供されるサーヴイスヘの支払いをふ

くめた「政府の総価格」と考えることができる。したがって，ＣＰＩに，ある種の税は「価

格としてふくめ，他の税はふくめないのは，それらか違った形で徴集されているという理由

だけでは，根拠がないということもできる。そのようなアプローチは直ちに，「政府」の一

定した数量と質を指定するという問題を導く。そしてこの指定は，第ゴノと商業市場で購入さ

れる財貨およびサーヴィスの価値との関連でその重要度を決定するためのものであり，つい

で，「政府の価格」の変化を測定する際に基礎となりうる識別可能な「指定」でなければな

らないのである。

もしＣＰＩの概念か「政府」を「一括購入」としてふくめるべきとすれば，次の二つのう

ちいずれかが選択されることにたろう。（１）政府の「数量」と「質」は時間的に不変である

と仮定されねばならない－この場合政府の価格はあらゆる形の税支払いの総額である。（２）

政府の「数量」と「質」との両方の変化か識別され，「政府」の一定数量の価格７がとらわる

べきである。これらのいづれを選択Ｌても，概念上および操作上の困難は克服しがたいと思

われる。政府の数量と質とか時の経過にかかわらず不変であるという仮定は，「不変」の意

じけx欠乏であろうと満足であろうと，容易には受けいれかたい。例えば人1-1の増加，生活水

準の上昇，国内，国外の情勢の変化等Iとよってより多くの道路，より多くの学校，より大き

な防衛努力が４２要となり，政府の費用は増大する。そして|可時にこれらの要因はより多くの

量とちがった質の財貨とサーヴィスの購入をjlilliiI(し，家計支出総額を増大させる。
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価格変化の測定は，財貨とサーヴィスの物量と質とを，」目b鮫期間を通じて固定することか

必要なので，第二の方法は価格指数の概念と測定方法と一致している。全人口のうちの指定

されたグループにとっての，「政府」の「不変」の数量を識別し，価格をとることか可能と

なれば，賃金労働者や事務労働者について，彼らの総賃金ドルによって入手できるその供給

源にかかわらないすべての財貨とサーヴィスの価格変化指数を計算することか可能となろう。

財貨およびサーヴィスの価格としての税

これに対して，税負担全体のうちの，政府が供給する消費財とサーヴイスヘの支払いに相当

する部分だけを，指数にふくめるべきであるということが提案された。このアプローチは，

以前には賃金労働者か消費者市場で購入していた多くの財貨やサーヴィスが，現在あるいは

将来においては，政府力一般財源を用いて供給すること，そして指数構造が，これらのサー

ヴィスについて，商業的に提供されるものであれ，公共的に提供されるものであれ，両方で

あれ，その価格変化を測定する手段を用意すぺきであること，を認めている。

指数の概念と方法論と矛盾しないやり方でこれをなしとげるためには，消費財とサーヴィ

スのある不変量を購入し分配するために，政府が使う税の部分を識別することが必要になろ

う。地方や州の段階では，政府支出は主として消費財やサーヴィスにあてられると考えてよ

い。ときによっては，地方および州の政府の支出において振替支払いが重要となることもあ

るのだが。連邦の段階では，国防および振替支払いへの政府支出力群をぬいて最大の支出で

ある。国家予算では，国防や振替支払いへの政府支出を分離することが可能であり，したが

って，税支払総額のうちから財貨やサーヴィスにあてられる部分を推計することはできる。

しかし税支払い総額のうちのこの部分を指数にふくめるには，上に述べたと同じ仮定－それ

ら財貨とサーヴィスの数量と質は，上b鮫するとの時点において同一であり価格は税支払い総

額であること，あるいは政府が提供する財貨とサーヴィスの一定不変量を識別し，価絡をと

ることができること－を必要とする。

国防むけではない財貨やサーヴィスに対する政府支出についてのデータをざっと調べてみ

ると，第一の仮定が非現実的であり，またこのような手続きによって測定された「価格」変

化も大変非現実ﾛｨｱ5ﾐものとなろうことがわかる。１９４０隼0,ら１９４５年までの間に，賃

金労働者と事務労働者グループに対する税率と税負担は増大したが，国防むけてない財貨や

サーヴイスヘの連邦政府の支出は４０億ドルから１０億ドルヘと減少した。政府支出ではた

しに個々人の税支払いにもとづいてこの測定を行っても，大変疑わしい結果かえられる。
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１９５０年と１９５１年の個人の税支払い総額（それぞれ１９２億ドルおよび２７２億ﾄ、ル）

を，政府による財貨とサーヴィスの購入に充当した場合に，１人当り支払い額に調整しない

とすれば，政府が提供する財貨とサーヴィスの「価格」はわずかの増大をしめすだけであろ

う。１人当りで計算すれば，用いられる方法次第では結果は減少を示すこともありうる。

徴集されたすべての税収入は，ふつうは一般歳入にくり入れられ，政府が同じように使う。

したがって，政府購入のために使う税金と，消費財やサーヴィスの分配のために使う税金と

を区Blける問題は，所得税支払lﾊの問題のみならず売上税および国内消費税の取扱いの問題

にまで拡大する。このアプローチによれば，これらの税のごく一部分だけが政府の提供する

財貨とサーヴィスの価格として拒數にふくまれることにたる。

所得税とＣＰ

この指数か（所得税支払い後の）純所得，すなわち可処分所得に適用されるときには，指

数は賃金労働者や事務労働者世帯が，彼らの生計費に対する価格変化の影響を償うのに，純

所得をどれだけ増減させることが必要かを語る。もし，彼らの生活水準を維持するのに要す

る財貨とサーヴィスを購入することに加えて，所得税を支払うにも充分な，労働者の総収入

を見積る尺度が必要だというのであれば，価格変化の影響に，税の変化の影響をつけ足さな

ければならない。これら両方の影響をふくめた－つの指数をつくりだすことは不可能と思わ

れる。そこで，賃金労働者と事務労働者世帯の所得税の変化の別ｲＥｂ推定値が計算され，適

当なウエイトで税の変化と価格変化とを結びつけることが試みられてきたのである。

個人所得に課せられる税の額は，税率のみならず，所得の大きさ，世帯の員数，年令，構

成，そのｲuH空除に関する諸要因に依存する。賃金労働者といった，ある人口グループの所得

税変化を測定することはそれ自体難かＬい問題である。各地方公共団体ごとに世帯所得，世

帯人員数，その他適当な世帯特性の推定分布や平均値にもとづいて，多くの方法が工夫され

えよう。何れの方法をとるにしても，それらの諸特性は上b鮫)U澗全体にわたって不変である

ことが必要とされ，この結果，この測定は税率と控除表の平均的な変化だけをあらわすもの

となる。しかしながら，この結果は，用いられる方法によってちがってくる。

税の変化と価格変化とを結びつけた結果がどうなるのかを説明するために，ワシントン（

コロンビア特別区）の世帯の平均世帯収入の推定値にもとづいて，所得税表が計算された。

以下に説明するように平均収入の推定値は，６カ年について三つの所帯人員別グループの各

点について別個に計算Ｌ，その後に結合した。

､
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ワシントン都市地区(3)における１９４９年の蹄収入の中央値をベンチマークとし，．。

ンビア特別区の１人あたり年収入の変化率を用いて，（１９５７年を除く）他の年次の平均

世帯収入が推計された妙１９５１年のコロンビア批区の平均世帯収入は１９５０年のコ

ロンビア地区の推定値に１９５０年から１９５１年にかけての合う衆匡|全体の個人収入(5ｂ

推定変化率をあてはめて推定した。員数別世j帯についての総収入は，１９４７年のセンサス

局によるワシントンの所得調査(6)において明らかにされた収入と世帯負数との関係にもとづ

いて推計された。以下I/て示す（第１表とする。以下同じ－－訳者）これらの計算結果ｌｄ〔，平

均収入の正確な推定値と受けとられるべきものではなく，説明に役立てるだけのものである。

これらの収入にもとづく税額

の推定値は,財務省様式１０４０

の附属税率表から次（第２表）

のように計算した。

（既に測定した）税額変化を，

首尾よく価格変化と結びつけるこ

とが出来るかどうかは，これら二

つの測定値に適当なウエイトを設

定しうるか否かによる。ここでも

また多くの方法が提案されうるの

であって，この点の説明のために，

三つの異なる計算を行った。第一

に２人，３人，４人世帯の結合

についてその税支払いか，総合指

数費用総額に，修正なしに加算さ

れた。結果は次（第３表）のとお

りである。

（
第
１
表
）

〕４（

印』

ｎｍＣ

〕５（］

貝叡（
第
２
表
）

ユロに

9４（

印Ⅶ

この指数総額（ｉｎｄｅｘａｇｇｒｅｇａｔｅｓ）は財貨やサーヴィスに対する家計支出の全体

をあらわすものではない。それは価格変化を１９３４～３６年の指数費用ウエイトで計算す

るというＣＰＩ計算の中で得られた値であり，１９３４～３６年の「マーケット・バスケッ

ト」の費用を現在価格でみたものに近い。各期についての指数総額は，税の基礎となった収

入推定額よりもかなり低く，したかってこの収人によって購入しうる財貨やサーヴィスの価

格よりも低いので，賛１１総額に税を力畷したものは，おそらく平FEL)においては税の変化を過

9４
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大評価することになろう。

このくいちがいを調整する

ために，第二の計算をした。

ここでは税か，（上に示し

た）推定税額と税引き後収

入との間のパーセンテージ

関係にもとづいている。こ

の関fRにもとづく，税引き

後収入に対する税のパーセ

ンテージは次（第４表）の

とおりであることがわかっ

た。指数総額に対するこれ

らのパーセンテージを適用

してえられた修正税総額を

指数総額に加算すると次の

結果となった（第５表）。

この説明に用いられた第

二の方法は，次の仮定，す

なわち］９３４～３６年の

「マーケット・バスケット」

の費用の現在価格による推

定額である指数総額は，税

引き後の所得を示すという

仮定にもとづくものであっ

た。この純収入にもとづく

税劉ｺﾞﾐ次式によって計算さ

れた。

（
第
３
表
）

勺

（
第
４
表
）

'1クリ１山と

うjT得税の
焦合指数

（
第
５
表
）
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（
第
６
表
）

〕0°Ｃ

》９F

〕上

【
】

１９５１年についてみればＴ＝０．２０４〔0９０（’十Ｔ）－６００Ｎドル〕である。

これに基づいて，１９３４～３６年の指数ウエイトの決定に用いられた人口グループの平均

世帯員数（３．６人）に近似的な４人世帯について税額が計算された。税額とＣＰＩとのウエ

イトづけに関するこの方法の結果は次（第６表）のようになった。

（由

（１）第７３議会，′｣、委員会報告Ｎｑ２・教育労働委員会特別小委員会報告『消費者物価指数』

をみよ。

（２）同上，３５～３６ページ。

（３）合衆国商務省センサス局，シリーズＰＣ－５，Ｎ０５３，第１３表，「ワシントンコロ

ンビア特別区，標準者怖地区の人口特性」，１９５０年４月１日。

（４）合衆国商務省，サーヴェイ・オブ・カレントビジネスには１人あたり収入のデータが

定期的に発表される。

（５）（経祷沓間会議が推定した１９５１年の第４四半期を除いては）合衆国商務省，経済

諮問会議による『大統領経済報告』（１９５２年１月）の１７３ページ，表Ｂ－７に発表

されている。

（６）合衆国商務省センサス局，シリーズＰ－６０，Ｎｕ４の表１３ａ．「ワシントンコロン

ビア特別区の世帯および個人の収入」１９４７年，

〔との論文はかつて行政管理庁『統計情報』Vol、２，Nq5～NU6（１９５３年５月，

６月）に翻訳紹介されたことかある。今日，入手か困難なこと，関連論文と一括掲載する

ことの便宜を考え,改めて訳出した。〕
９６
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資料４

生計費指数・消費者物価指数に関する国際労働統計家会議の決議

１第２回国際労働統計家会議（１９２５年４月）

ｌ生計費指数｡

(1)各国は生計費の変化を示す統計を発表すべきである。この統計には食料，被服，光

熱，家賃，地代，および雑費を含まなければならない。各費目とも最も重要な消費品

目，特にその中に包含されない商品の価格変動をもっともよく代表すると考えられる

商品を包含すべきである。

各費目ごとに別個の指数を，玄た，すべての費目を結合して総合指数を発表しなけ

ればならない。これらの指数の算出に際しては，各費目中の品目および各費目の消費

に占める相対的な重要さに従ってウエイトを付けなければならない。一定期間におけ

る生計費の変動は，その期間中は同一のウエイトを使用して算定しなければならない。

消費が変化して，そのウエイトが適切でなくなった場合は，新しいウエイトに基づく

新しい指数系列の算定を行なわなければならない。公表する資料は指数中に直接税を

含むと含まないとではどのような差違をひきおこすかをできる限り明らかにすること

が望ましい。

(2)一般に工業労働者の消費に基づくウエイトを使用して算定した一連の全国的な指数

は,これを発表しなければならない。必要な場合は，他の種の労働者についても，指数

を作成することか望ましい。

異なった地域により，あるいは労働者階級の異なった部門ごとに経済的条件の顕著

な差異が認められる国においては，これらの地域および階級別に別個の指数を発表す

ることが望雀しい・これらの場合には，使用するウエイトは可能な限り，その指数の

関係する地域または労働者部門における労働者階級の消費に基礎を置かなければなら

ない。

これら各数を，各集団ごとの相対人口を考慮して総合して全国指数を作成すると便

利である。

や
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(3)現在の梢費統計かイミ十分であるのに鐙み，各品目および各費目に対するウエイトの

最も充全な決定方法は，一定期間中における多数の世帯について平均支出金額を調べ，

その結果としてえられた標準的な家計支出に基づいて行なう方法であると見られる。

家計文tIlに関する統計を利用できない場合には，消費額に関する統計は，その国全

体としてのあるIiJifY財の'1｣対的な重要`陸を決定する_Lになんらかの価値をもっている

か，この｣参)合，ある商,llhは人間の消費以外の目的にも使用されることを念頭に上｡〈ぺ

きである。

利１１]できるあらゆる調査の結果に基づいて算定した理論的な家,il支出もまた使用で

きるであろう。

(4)異なった期Elごとに価格がとられる各品目の質，ならびにその収集および計算の諸

方法は，その期間中変奥しないよう注意しなければならない。

(5)価格変動の程度を考慮し，その必要に応じ，できるだけ頻繁に指数を算出すべきで

ある。現在の情勢においては，毎月算出することか便利であると思われるか，安定し

た`情勢の下ではこれより長い間隔をおいても差支えないであろう。

(6)１９２０年ないし２１年以来家計支出に関するなんらの調査も行なっていない国では，

経済的条件の許す限りなるぺく速やかに，できるならば１９２８年までにこのような調

査を行なうよう希望する。

(7)各国政府は国際労働事務局と協力の上新しい指数系列を作成する基準年次として，

同一年次を採)|けることに賛成すべきである。そして’９３０年かこのために適当であ

ることをここに提案する。

(8)商品の選択およびそれらの商品の異なる品質の選択価格把握のための資料収集およ

びその算定そしてウエイトの固定にあたり，適用した原則は，これらの指数を最初に

公表する際にその指数の基礎にたつたこをかい資料とともに示すことか，きわめて

重要である。

,▲

２第６回国際労働統計家会議（１９４７年８月）
◆

１１生計費統計

国際労働理事会によって招集され，１９４７年８月４日から１２Ｌ１にかけてモントリオ

ールで開催された第６回国際労働統計家会議は，生計費指数の適切なウエイトの設定の

ために妥当な統計的基準を定めることの重要性，ならびに指数か実際の市場価格の動向
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を正しく反映しうるようにその方法および技術を改善する必要性を認め，１９４７年８月

１２日次の決議を採択する。

１．(1)生計費指数の目的は，一定の生活水準に関する,j､売物価の時間的変化を測定す

ることにおかるべきてある。

（２）これは実際には，本指数が，一定の消費パターンに関する小売物価の変動を測

定すぺきことを意味する。

２．（１）指数の対象となる消費パターンは，明白に規定しなければならない。

（２）この種の指数はすべて実際に梢費者の支払う物価を反映するものでなければな

らない。

３．（１）戦後においてかかる指数か果たしうる役割りは，消費者が現在支払わなければ

ならない小売物価の噺ｌｊ的変動を次の諸水準において測定することにある。すな

わち，

（a）特定の社会における一定の経済集団の戦前の消笠水準

（b）特定の社会における一定の経済集卜｣lの戦後の消費水準

に）価格の変動による消喪財の代替その他状況の変化により惹起されるすべての

硝費内容の変化を考慮に入れ，かつ，できるかぎり同一生活水準の維持に深く

留意した一定の消費水準

（２）戦後の消費水準が採用される場合には，本指数は，

（a）特定年次または特定期間における消費パターンを変動せしめることなく，そ

の費用の変動を測定する。

または，

（bⅢ消費パターンの変化に応じてウエイト表を変化させながら，雌近の消費パタ

ーンを用いて物価の変動を測定する。

（３）一定年間消費パターンを変えることなく，生活費の変動を測定する場合は，消

費パターンの変化に対応するように，必要なら，１０年を越え左い期間ごとに消

費パターンを調べウエイト表を調整する必要があろう。

4．新しいウエイトを採用することに決定している国では新指数をできるだけさか

のぼって，これを１日系列に接合させるように考慮しなければならない。

ａ（１）できれば，各種の経済的および社会集団別，地域別，ならびに家族形態別に別

々の指数を作成すべきである。

（２）また，現在の指数か対象とするもの以外の経済的および社会的な集団ならびに

●

、
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家族形態お主び地域に対しても指数を作成するように考慮すぺさである。

６（１）指数の算定基準か一般に了解され，その正確性について信用を保つためには，

指数の対象品目，ウエイトづけの方法，計算方法，価格の収集方法ならびに価格

の出所を明示し，その中に出所の各種の型,価格決定の技術，各タイプごとのウエ

イト，およびそこで用いられる標本調査方法についての簡単な解説をものせてお

かなければならない。

（２）指数の対象がどのような人口集団であるかについての説明も必要である。

７．（１）価格資料収集を適正に行なうために調査員の選定と訓練について，とくに注意

を払う必要がある。

（２）価格調査の方法としては，｜価格照査法」ｍＣｈｅｃｋｐｒｉｃｉｎｇｍ（異なった調

査員よりえられた２つの価格をつき合わせて確かめる方法）または’購買照査法」

ｍＰｕｒｃｈａｓｅｃｈｅｃｋｉｎｇⅡ（価格を測定すべき商品を実際に購入する方法）の

使用が推奨される。

８．価格統制雀たは配給制度が実施されており，指数対象者が闇価格を支払っている場

合には，統制価格のみならずこの種の価格も左た考慮に入れなければならない。

９．（１）腐敗，損傷，汚染その他商蘭もの不完全性のために減価された価格はとり上げた

い。その他の場合は，指数は購入に際し現実に支払われる価格にもとづく。

（２）「安売」あるいは割引価格は特定商品が多数の店頭取引きにあらわれる場合に

は採用すべきであり，「割引価格」か実際に支払われる場合は「正札価格」より

もむしろこれを用いるべきである。

（３）もし割引か自動的にあらゆる顧客に与えられている場合は，その割引は当然勘

酌しなければならない。

1０（１）一定の集団について正しい平均指数を算出するために，必要とされる地域単位

の数および同一性を決定しうるよう，各地域単位における価格変動か研究される

べきである。

（２）とくに，このような研究によって，一定基準の標本の正確性に応じて報告数を

節約することか可能となる。

11.（１）特定の集団についての生計徴指数のウエイト表を作成する場合，価格を採取し

た個々の品目だけでなく，価格を採取したかった他の諸品目をも含んだ消費支出

に対応して，価格を採取した個との品目にウエイトかつけられるべきである。こ

」

己

れは，価格を採取した品目の価格動向か，採取しなかった品目の価格動向を代表
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しているときには，価格を採取したかった品目のウエイトを採取した品目のウエ

イトに力吹てよいという原則にしたがうものである。

（２）このようにして調査対象となる集団が購入するすべての品目は，たとえそのす

べてが価格の採取の対象とならなくても，指数の中に折り込まれうることにたる。

12.（１）価格を採取する商品リストに，果物および野菜か，生・缶詰・乾燥および冷凍

の全部を含めて適当な表現を以てふくめられる主うにあらゆる努力を払わなけれ

ばならない。

（２）もし各品目の価格を毎月採ることが不可能か，または季節による価格差がいち

じるしい場合には，修正されない価格をそのまま使用したり，１年中同一のウエ

イトを使用することは適当でない。

（３）したがって，必要であり，かつ実行可能な場合には消費および物価にあらわれ

る季節的要素をとり入れる方法について考慮を払わなければならない。

（４）季節的な変化を示す被服，燃料その他の諸品目の購入において，その季節的要

因を考慮に入れるための方法も研究する必要がある。

13．価格を採取すぺき品目リスト中に，半耐久的および耐久的消費財の適切な代表を取り

入れるためにあらゆる努力をしなければならない。

１４ウエイト表改訂の必要性を示す消費パターンの重要を変化を見出すための基礎を提

供するために，３の(3)に示した大規模な調査の合間に消費者購入についての小規模な

標本調査を行なうよう勧告する。

'5．ある特定集団が支払う,卜売物価の指数の性格と用途に関する理解を深めるために，

「生計費指数」という言葉は，適当な1情況の下では，「生計価格指数」，「生計費価

格指数」または「消費者物価指数」という表現に置きかえられるべきである。（……

ｔｈｅｔｅｍｍ１１ｃｏｓｔ－ｏｆ－ｌｉｖｉｎｇ－ｉｎｄｅｘｌ１ｓｈｏｕｌｄｂｅｒｅｐｌａｃｅｄ，ｉｎａｐｐｒｏ－

ｐｒｉａｔｅｃｉｒｃｕｍｓｔａｎｃｅｓ，ｂｙｔｈｅｔｅｒｍｌ１ｐｒｉｃｅ－１ｉｖｉｎｇｉｎｄｅｘＩ１，Ｉ１ｃｏｓｔ

－ｏｆ－ｌｉｖｉｎｇｐｒｉｃｅｉｎｄｅｘＯ，ｏｒｃｏｎｓｕｍｅｒｐｒｉｃｅｉｎｄｅｘＩ１．）

ろ

□

生計費の地域別比較研究の促進

第６回国際労働統計家会議は，

生計費の各国間，各地域間および各都市間の比較の正確を方法を発展させることの
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重要'性に注目し，かつ満足すべき結果をうるには理論上および実際上の困難があるこ

とを認識し，国際〃ＩｌｉｊＩ１理事会に対し，躯務局に，これらの問題に関する研究を継続し，

適当な方法および技術か史に発達し，検討に耐えた場合には本題を近い機会の国際労働

統[汁家会議の議事に上程するよう指示することを要求する。

Ⅲ消費財価格指数の研究

第６回国際労働統計家会議は，和々の目的のために消費財価格変動の種との測定法を

発達させ，これを評価することの重娑性を認識し，

このため，相異なるlEI的ごとに各々の測定法の相対的な長所を決定するという見地か

ら附費財価格の変動についての各種の測定法を，研究すること，各タイプごとにウェイト

の選定と採取する価格との両方について考慮すること，とくに特定年ｲﾂﾞ(の価格によって国

民所得を再評価するという目的のために，他ならないそういった指数を用いる問題を研究

すること，そして近い機会の国際労働統計家会議に本題を議題として上程すること,を事務

〃に指示するよう，国際労働理事会に対して要求する。

、生計費指数における品質の管理および代替に関する技術的方法の研究促進

第６回国際労働統計家会議は，時間的な価格変化あるいは物価の場所的なちがいの測

定には，ちかった時点あるいは同時,点でのちかった場所において価格を採取する財に等

磁性か確証されることか必要と認め，かつ，生計費指数は，指数算出上，代替品を導入

すること，あるいはその結果を改善しうるような他の方法を採用することか必要とされ

うることを認め，かつ，多少とも特定の目的のために選び価格を採用していた財の性質

か，流行の変遷，新発l山，その他の理由によって変化した場合に執るべき方法を工夫す

る必要があることを認識し，国際労働１１１１事会に対し，｜｢ﾘﾘﾈ務局かこれらのＩ川題の研究を

付たい,かつ,本趣を近い機会の国際労働統計家会議の議事に上程するよう指示すること

を竣求する。

ｍｌｌ生計費指数の分類および命名

第６[hl国際労働統i了|家会議は，各１１１の指数の分類および命名の必l妥（特に個々の商占ｔ１

の価格趨勢かはなはだしく乖離する時期においては）を認識し，

とくにこれらの指数作成に関する継済露命を統百↑的に有効とする｢1能Ｉｙｌｔに留意しつつ，

jlIh11fの状況に雌も良く適合した指数の特定の形態お｡｣:び便｝I]すべき算式を指示する[Ｉ的

で，各種の指数の分顛と名称を研究するように凶際労働理事会か同事務局に指示する

ことを要求する。

ＸⅣ標準消費水準の研究促進

,
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第６回国際労働統計家会議は，

各集悶の消費水準か，一定の適正な標準をどの程度みたしているかを決めるさいに有

用な資料が，生計費および家計費研究の副産物として現われることを認め，

国際労働蝿Ｉ籔会に対し，事務局が本問題の研究を遂行し，本題を近い機会の国際労働

統計家会議に_し程するよう指示することを要求する。

ＸＶ農家の生計費指数

第６１口]国際刀側統而|家会議は，

農家に特有な価格指数の国際比較を可能にする方法の発達の必要を認め，とくに自家

生産＝滴饗する食糧品，農業住宅コスト，実物給与として農業労働者家族に与えられる

食糠およびサービス等から生じる諸問題に特に注意を払い，

国際対働理事会に対して’謂務局かこれらの問題を研究し，その結果適当な方法およ

び技術が一層発達し，検討にたえた時には，本題を近い機会の国際労働統計家会議の

議事に上程するよう指示することを要求する。

ＸＶＩ家計調査の方法に関する審議促進の必要

●

第６lul国際労働統計家会議は，

現状を反[映したウエイトを生計費指数のためやその他の理由で提供したり，童たとり

わけ，一定の適正な標準との消費水ji篭の比較を行なうために，家計消費の新しい調査を

行なう必吋婆を認識し，かっ

この種の調査をまだ実施していない後進地域において特別に家計調査の必要かあるこ

とを認識し，

国際労働理事会に対し，近い機会の国際労働統計家会議の議事に，世帯の選定への新

しいサンフツンク技術の適用をふくめて家計調査の実施の問題を上程すること．および，

国際労働事務局理事会か後進諸地域において,この種の調査を実施するという特別な問題

を専門技術委員会に付託するよう要求する。

５第９回国際労働統計家会議（１９５７年4～５月）

ｖ消費者物価指数

第91,1国際労働統計家会議は，

国際労働:理事会により招集され，１９５７年４月24日から５月３日までジュネーブで

会合し，
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消費者物価指数（およびその他の小売物価指数）か，貨幣経済体制を持つすべての国

において重要な役割ｂを演じていること，ならびにこの指数か，貨幣の購買力の一般的

指標，労働協約における賃金エスカレーター，国民所得の特定構成要素の収縮期におけ

る政府の賃金政策の指針など多くの種との目的に使用されることを観察し，

インフレーション問題が深刻かつ重要であるので，正確と考えられ，かつ各国におい

て同一の原則にたって計算される消費者物価の測定を行なうことか不可欠とたっている

ことを認識し，

さらに，指数は必ずしも一般的に認められた原則によって計算されるものではないこ

とを認識し，

消費者物価指数の問題かこれまでの国際労働統計家会議，とくに１９４７年の第６回

会議で考慮されたが，この分野における多くの問題は依然未解決であることを想起し，

国際労働理事会か事務局につぎのことを指示することを要求する。

(1)指数による消費者物価変動測定の理論的，実際的側面を研究すること，その際特に

価格収集の諸問題たとえば，あらゆる支出のタイプに対して一つの価格を定義する

こと，季節的価格変動，店舗および品目の選定，および品目の母集団か変化した場合

の適切な観察法（品質問題）－と，消費者物価指数の正確性を高めるため，価格測

定と，他要因の影響の評価の分野へ，近代的統計方法を応用すること，とに注意を払

うこと。

(2)とくに上記の問題に関連して，消費者物価指数の算定の実情に関する情報を各国か

ら収集すること。

(3)次回の国際労働統計家会議にこのようにして明らかとなった事項並びにそれから導

かれる結論について報告すること。

」

４第１０回国際労働統計家会議（１９６２年１０月）

Ｉ消費者物価指数作成に関する専門的事項

第１０回国際労働統計家会議は，

国際労働理事会によってジュネーブに招集さ北１９６２年１０月２日から１２日ま

で会合し，

第６回国際労働統計家会議によって採択された生計費統計に関する決議を想起し，か

つその中で勧告された基本的な原則が引きつづき妥当していること，とくに消費者物価

●
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指数は本質的に消費者により支払われた小売物価水準の変動を測定するよう設計されて

いる事実を一般的に認め，

さらに第９回国際労働統計家会議で採択された消費者物価指数に関する決議を想起し，

消費者物価指数の作成に関する専門的事項に関する国際労働事務局の報告を考慮し，

消費者物価の変動をより正確に測定することの必要性と，概念および方法論に関する

研究の重要性とともに現在促進することが可能であり，かつ望ましいと考えられる方法

と手続きの標準化をさらに進めることの利益とを認め，

１９６２年10月１１日，つぎの決議を採択する。

１．消費者物価指数は，価格変動を測定するという目的が理解されず，また世間の信頼

をえたければ，正しい算定を行なうことはできたい。それゆえ，指数算定の基礎とな

る概念，定義，作成方法はできるかぎり十分に記述し，その記述を一般の人が利用可

能にしておく必要がある。

２ウエイトの改定は，消費パターンが重要な変化を示すたびごとに，また指数の妥当

性からみて必要とみなされたときにもひんぱんに行なわねばならない。一定のウエイ

イトが引続き現在においても妥当するか否かを確認するためには，小売段階における

販売額の統計もしくは推計，個人消費支出に関する国民経済計算のデータ，しばしば

行なわれる少数のサンプルによる家計調査から，情報かえられる。

３．（１）消費者物価指数のウエイトを提供するために行なわれる家計調査は，資金の許

す限り包括)勺でなげifLはなら式世帯規模所得水準，地理的気候的差異，社会的経

衛的集団そのほか消費:ﾀｰﾝに関係のある要因の相違等を考慮しなければならない。

（２）家計調査の結果は，人Ｕの各層の支出パターンの特徴のちかいを示し，これら

各層を明らかにする助けとなるように分析されるべきである。これら各層の存在

か，別々の消費者物価指数の根拠とたりうるのである。

（３）家言I調査は，消費される商品の種類財およびサービスの入手先に関する情報

を提供しうる，そしてその情報は価格収集組織を作るのに役立つ。

４．国民経済計算の１項目としての個人消費支出額および小売販売高に関する，または

そのいずれか１つに関する包括的な資料を有する国においては，このような資料を全

人口の総合消費者物価指数のためのウエイトを得るために利１１]することができる。通

常えられる資料は，この目的には十分でないから，家計調査からえられる支出の詳細

な資料で国民経済計算からえられる情報を補足することか必要である。

５．継続的に標本調査か行なわれているならは，その調査はウエイトの頻繁な（年１回

●

●
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を含む）改定作業に利用することができる。

６．一時的な異常性かウエイトに及ぼす影響を小さくするため，場合によっては１年を

越える期間にわたる資料にもとづいてウエイトづけを行なうことが有益である。

7．価格を調査する商品およびサービスのリストならびに市場，，|売店，サービス事

業所，その他価格資料が入手される場所のリストは，指数作成の対象となる各人1ｺ

集団（全人口を含む）の消費を代表する物価指数を作成するに足るほど包括的でなけ

ればならない。

８（１）消費者物価指数の精度は，ほとんど大部分は収集される価格資料の精度による

もので，サンプル誤差と回答誤差もしくは手続き上の誤差の両方に左右される。

精度はまた，調査される品目および採取された価格の標本に依存する。

誤差の出所を見分け，それをなくするようにするため，あらゆる実行可能の措

置をとらなければたらない。

（２）都市もしくは地区，１苫住単位．店舗，価格を調査する品目の標本は，それらが

あらわす母集団をできるだけ代表するものとなるよう努力が必要である。確率抽

出法は，実際上むずかしい問題をふくむか，通常は価格指数の糯度を高め，さら

に標本誤差の推定を可能にする。

（３）回答誤差もしくは手続き上の誤差を少なくする方法として，価格資料を収集し

加工する標準的な方法が開発されねばならない。価格を調査する品目は，適切な

銘柄規定によって確認されたければならない。価格資料は，言い値，宣伝価格，

定価と区別される実際の取引価格によらなければならない。

（４）標本店舗は，流通の構造やﾉﾌﾞ法の変化から来る価格水準の変化をとり入れる必

要かあるごとにその都度選定替えされねばならない。

（５）価格の洲ffされる各種品目のリストは，これらの品目か引続き実際の購入を代

表しているように，たびたび，改ｉＥされたければならない。

９．消費者物価指数は，各時,点における同一もしくは何等の品質の商品価格の比較でな

ければならない。この条件を満たすために感知しうる品質変化が価格比較に及ぼす影

響をできるだけ少なくする努力かなされなければならない。

l()．新しい商Iii11は71↑役者が受入れたとき指数にとり入れることを考え為ぺきである。新

しい商品やサービスは，それか支出の重要で継続的な要因になる戎では指数の中にと

り入れるべきでない。

11（１）年間のある時期に定期的に姿を梢す商品をふくめて，年間において価格および

」

、
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消費かかなり変動する商品処理については個々の商品に季節的に異なったウエ

イトを用いることと季節的に調整された価格比を用いること，またそのいずれか

を用いることが考慮されてよい。しかしこれらの処理はむずかしいものであり，

その適用にはかなりの幅がある。

（２）物価指数の季節変動の除去について研究し，その除去をできるようにするため，

季節調整係数を発展させることに注意か払われたければたらない。

（３）きわめて短期間に，たとえば１週間もしくは１カ月で，価格か激しく変動する

商品に対しては，価格調査期間中に２回ないしそれ以上価格を収集し，指数の作

成にはこれらの価格の平均を用いることも考慮されたければならない。

12．使用価額，もしくは消費価額は，耐久消費財（持家住宅以外の）のウエイトをはじ

く－つの可能な方法であるが，その生うな財のウエイトは，一般的には家計調査期間

中に申告者である精費者による全購入価額（下取り価格分を引いた）もしくは総支出

額（現金購入額および月賦支払額の両者を含む）に対応する。

13.（１）消費者物価指数は住宅を－つの構成要素とすべきである。

（２）消費者物価指数の住宅成分が，借家の家賃だけをふくむようになっているとこ

ろでは，そのウエイトは報告されたすぺての借家人が支払った家賃の，総消費支

出に対する比率であるべきである。

（３）家賃の桁数を，借家と持家の両方の価格要因の測定に川いるところでは，その

妥当なウエイトは，報告された借家人の家賃支出と，持家の費川をふくむ家賃支

出の増加分かあるいは，維持費，修理費，税，水道料のような経常費やその他住

居所有に伴左う支出額のいづれかからひきだされうるだろう。

（４）ある場合，とくに持家居住か重要性をもっているばかりでなく，借家と比較で

きたいような型の住宅であり，持家の価格および，経常費が家償と｢りじような動

きをしない場合には，これらの住居費を直接測定することか望ましい。

（５）家賃価格は，指数集団の借家全体を代表する標本から収集されるべきである｡

継続的な標本からえられる資料は，家の広さ，建築年次，付帯設備，立地条件な

ど比較が行なわれるような方法で指数に組み入れられるべきである。

１４．消費者物Iilll棉数は，消費者の財産に対する保険費)||の変皿】を含めてもよい。この構

成要素に用いられるウエイトは，支払われた賠償額を控除した保険料払い込み総額に

もとづいて作成されるべきであり，その価格指標は，被(災険(物件の価格変動に応じて

調整された火災，盗難，その他適当左種類の保険率であるべきである｡

●

０
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１５．消費者物価指数の計算における，概念および方法論の双方に関する多くの重要かつ

複雑な問題については，国家レベルならびに国際レベルにおける継続的研究が必要と

される。とくに以下に記す場合そうである。

（１）品質変化の影響を除去する方法と新商品の組み入れ。

（２）価格および消費の季節的変動によって生ずる問題。

（３）住宅を含め，｜耐久消費財のウエイト作成と価格収集に用いられる概念と技術。

（４）租税の取扱い。

（５）利子お生びある枕の保険をふくめるか除外するか。

（６）異なるウエイトの価格指数系列をリンクする方法。

国際労働事務局は，こういった研究および）消費者物価指数作成におけるこれらの困

難な分野に関する研究および実際的経験を諸国間において交換することを奨励し促進す

ゴ

日

べきである。

Ⅳ消費者物価指数の算定における特殊問題の一層の研究

第１０回国際労働統計家会議は，

国際労働理事会によってジュネーブに招集され，１９６２年１０月２日から１２日まで

会合し，

第６[ill国際労ＩｉＭ１統計家会議により採択された，消費者物価指数の作成にⅡ]いられる概

念および作成方法に関する勧告を含む，生計費統計に関する決議を想起し，

この分野において国際労働事務局の行なった作業の価値および，とくに露９１，１国際労

働統計家会議によって採択された決議にしたがい事務局によって行なわれ，その結果か

第１Ｃｕ会議に提出されている研究の価値を認め，

消費者物価指数の算定の実際に関し貴重な情報か多数諸国から収集されていること，

全かび情報を提供する国の数をふやし，また事務局か入手する諸国における実際面の詳

細を事務局か利川できるエうにすることが望をしいことに注目し，

をたこれら統計に用いられた概念，定義，作成方法には世界を通じて今もなお多くの

相違が存すること，およびこの分野においては，概念および方法論に関して未解決のま

童で一層のけ}究を必唆とする重要かつ複雑な問題が今もなお多いことを認め，

消費者物価指数に関する権威あるハント'・プソクの千||行はきわめて望ましいことを考

慮し，

国際労働理事会がつぎのことを国際労働事務局に指示することを求める。

(a）諸々の国で現在行なわれている消費者物価指数作成の実際に関する情報の収集を継

０
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続し，拡大すること。

(b）望ましいエキスパートの援助をえて，消費者物価指数の設定における理論上，実際

上の諸問題についてできるかぎり十分な研究を行なうこと。

に）そういった研究によって，刊行を目的としてつぎのようなハンド・ブックを起草す

ること。

（i）諸国において現在行なわれている消費者物価指数作成の実際をことごとく記述す

るｏ

ｎi）この分野における概念的，方法論的諸問題を検討し，消費者物価指数の設定にあ

たって用いられるべき望ましい実際面に関する一連の勧告を示す。

（lll）かかる勧告を実行でき左い場合は，これに代わるものを，それぞれの長所短所

の検討を付して示す。

(｡）この作業においてなされた進歩についてつぎの国際労働統計家会議に報告すること。

勺

【以上の資料４は，かって労働省統計調査部「ＩＬＯ国際労働統計家会議決議集第１～

第１０回」（１９６４３）において訳され，童たこのうち第６回会議の決議Ⅱと第１０回会

議の決議Ｉとについては永山貞則「物価と家計」（一粒社）に訳されている。このうち労

働省のものは脱落（省略？）が多い。関連決議全体を一括して収録するのが便利と考え，

上記文献を参照しつつ改めて訳出した。原文は，第２回会議決議についてはＩＬＯｉＩＴＨＥ

ＳＥＣＯＮＤＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥＯＦＬＡＢＯＵＲＳＴＡＴＩＳＴｌＣＩ－

ＡＮＳ１１ＳｔｕｄｉｅｓａｎｄｒｅｐｏｒｔｓＳｅｒｉｅｓＮ、Ｎｏ．８，１９２５のＡｐｐｅｎｄｉＸを，第

６，９，１０回決議についてはＩＬＯ，ｍＯｆｆｉｃｉａｌＢｕｌｌｅｔｉｎｍをそれぞれ参照した】

』
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